
基本方針１　生産から販売までの安全性の確保

施策の方向1　生産段階での安全確保

取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標

42戸 26戸

1,760羽 620羽

3

生産段階
からと畜
段階にお
けるＢＳＥ
対策

農水
(畜産)
保医

(生衛)

牛の肉骨粉を原料とする飼料が
家畜に与えられることのないように
飼料製造会社や畜産農家等への
監視指導を行うとともに、と畜場に
おける特定部位の除去を徹底す
るように指導する。

食の安全・安心の確保施策実施状況

鳥インフルエ
ンザモニタリ
ング検査の実
施回数

高病原性
鳥インフ
ルエンザ
防疫対策

農水
(畜産)

養鶏農場に対しては、定期的な立
入検査や衛生対策の指導を継続
することにより、発生防止に努める
とともに、鳥インフルエンザウイル
スのモニタリング検査を実施し、早
期発見に努める。また、発生時を
想定した対応訓練を実施し、迅速
な蔓延防止を行う。

畜産農家飼
料
給与監視

66件

牛農場立入
全農場各2
回

養鶏農場立
入

全農場各3
回

鳥インフルエ
ンザモニタリ
ング検査の実
施

⑴
畜
産
物
の
安
全
確
保
対
策

2

基本
施策 No 施策名 部局

養鶏農場立
入回数

全農場各3
回

病原体の侵入防止
対策指導

369回

令和６年度（結果）岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11)

79件
給与飼料及び飼料
添加物の適正指導

66件

牛農場立入
回数

全農場各2
回

病原体の侵入防止
対策指導

3,036回

畜産農家飼
料
給与監視件
数

1

生産段階
における
飼養衛生
管理対策

農水
（畜産)

畜産農家に対しては、定期的な立
入検査を行い、飼養衛生管理基
準の遵守、抗菌剤の適正使用を
指導するとともに、家畜の伝染病
については早期発見、早期通報
を徹底する。

給与飼料及び飼料
添加物の適正指導

病原体の侵入防止
対策指導

病原体の侵入防止
対策指導

定点での毎月調査
の実施

（畜産）
飼料製造業者
3箇所
畜産農家
66箇所
（生衛）
と畜場で特定部位
の適切な除去指導

定点での毎月調査
の実施

42戸　1,140羽

（畜産）
飼料製造業者
5箇所
畜産農家
74箇所
（生衛）
と畜場で特定部位
の適切な除去指導

（畜産）
飼料製造業者1箇所
畜産農家　66箇所
（生衛）
と畜場開場日に適宜
実施（243日）

令和７年度（予定）

資料１

1



取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標

大規模10回/5施設

小規模6回/6施設

基本
施策 No

5

施策名 部局
岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果） 令和７年度（予定）

と畜場のＨＡ
ＣＣＰ実施状
況の確認（外
部検証実施
状況）

と畜場開場
日に適宜
実施

大規模食鳥
処理施設のＨ
ＡＣＣＰ実施
状況の確認
（外部検証実

施状況）

各2回／5
施設

6

野生鳥獣
害処理場
における
適正処理
対策

保医
(生衛)

⑴
畜
産
物
の
安
全
確
保
対
策

野生鳥獣肉処理場に対し、県の
ガイドライン及び「ＨＡＣＣＰの考え
方を取り入れた衛生管理のための
手引書」に基づき、適正な受け入
れ体制及び衛生管理の徹底につ
いて指導する。

野生鳥獣肉処理場
への立入指導

食鳥処理
場におけ
る食鳥と
体の汚染
低減対策

保医
(生衛)

各処理場におけるＨＡＣＣＰの実
施状況を確認し、外部検証を実施
するとともに、食鳥と体（と殺し羽
毛を除去したもの）のサルモネラ
属菌及びカンピロバクター汚染の
実態を把握し、食鳥と体のサルモ
ネラ属菌及びカンピロバクター汚
染の低減対策について指導す
る。

大規模食鳥
処理施設のＨ
ＡＣＣＰ実施
状況の確認
（外部検証実
施状況）

各2回／5
施設

4

と畜場に
おける枝
肉等の汚
染防止対
策

保医
(生衛)

と畜場におけるＨＡＣＣＰの実施状
況を確認し、外部検証を実施する
とともに、と畜作業員の衛生意識
の向上を図り、枝肉等が食中毒菌
等に汚染されないよう防止対策の
徹底について指導する。

と畜場のＨＡ
ＣＣＰ実施状
況の確認（外
部検証実施
状況）

と畜場開場
日に適宜

実施

と畜場におけるＨＡ
ＣＣＰ実施状況の確
認について外部検
証を実施するととも
に、と畜作業員の衛
生意識の向上を図
り、枝肉等が腸管出
血性大腸菌等に汚
染されないよう防止
対策の徹底につい
て指導する。

大規模施設におけ
るHACCP実施状況
の確認及び外部検
証を実証するととも
に、小規模施設に
おけるHACCP実施
状況の確認を行う。

野生鳥獣肉処理場
への立入指導

大規模施設におけ
るHACCP実施状況
の確認及び外部検
証を実証するととも
に、小規模施設に
おけるHACCP実施
状況の確認を行う。

各保健所で実施

と畜場におけるＨＡ
ＣＣＰ実施状況の確
認について外部検
証を実施するととも
に、と畜作業員の衛
生意識の向上を図
り、枝肉等が腸管出
血性大腸菌等に汚
染されないよう防止
対策の徹底につい
て指導する。

と畜場開場日に適宜
実施（243日）
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取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標

麻痺性貝
毒検査
28検体

貝毒検査を実施予
定

麻痺性貝毒検査
28検体

貝毒検査を実施予
定

麻痺性貝
毒検査
28検体

貝毒原因
プランクトン
調査
940回

貝毒プランクトン調
査を実施予定

貝毒原因プランクトン
調査
1,046回

貝毒プランクトン調
査を実施予定

貝毒原因
プランクトン

調査
940回

基本
施策 No

⑵
農
林
産
物
の
安
全
確
保
対
策

養殖衛生管
理について指
導する経営体
数の割合

64%

貝毒発生モ
ニタリング調
査

カキのノロウイ
ルスモニタリ
ング調査

110検体

国際水準ＧＡ
Ｐの導入産地
数

50産地

農薬管理指
導員認定研
修会開催回
数

年間6回

養殖業者に養殖衛
生指導を実施予定

64.3％
(27/42経営体）

11
貝毒発生
モニタリン
グ調査

農水
(水産)

各漁場の貝毒原因プランクトンの
発生状況を確認するとともに、カ
キ、アサリを対象にした貝毒検査
を行う。貝毒原因プランクトン及び
貝毒が一定基準を超えた場合
は、消費者への注意喚起や生産
者に対する出荷自粛等を指導す
る。

貝毒発生モ
ニタリング調
査

110検体
ノロウイルス検査を
実施予定

98検体

養殖業者に対して、魚類防疫講
習会や養殖場への定期巡回を行
い、水産用医薬品の適正使用の
指導をする。また、出荷前の養殖
魚の医薬品残留検査等を行う。

養殖衛生管
理について指
導する経営体
数の割合

12

カキのノロ
ウイルス
モニタリン
グ調査

農水
(水産)

漁場ごとに定期的にカキのノロウ
イルス検査を実施するとともに、漁
協等が行う自主検査に対して支援
を行う。ノロウイルスが検出された
場合は関係機関へ注意喚起を行
い、生食用出荷を自粛するよう指
導を行う。

カキのノロウイ
ルスモニタリ
ング調査

64%

7
国際水準
GAPの導
入推進

⑶
水
産
物
の
安
全
確
保
対
策

10
養殖衛生
管理体制
の整備

農水
(水産)

施策名 部局

9

米トレー
サビリティ
法への対
応

農水
(農産)

不適切な取扱いの通報等に対し、
必要に応じ関係機関と連携して米
穀事業者に対し立入を行い、適正
な取扱いを指導する。

法に係る食品表示
等の点検、取引記
録の確認のための
立入検査を実施す
る。

33件

8

農薬の安
全、適正
使用の指
導

農水
(農産)

現場における指導的な立場にある
者を対象に「農薬管理指導員」の
認定研修会を実施し、農薬の適
正使用を徹底する。また、農業
者、防除業者等に対し農薬使用
基準の遵守、飛散防止対策を徹
底するとともに、農薬危害防止運
動の実施、主要病害虫の発生状
況把握や発生予察情報に基づく
効率的な防除を進め、農薬の流
通・使用における適正な取扱いを
図る。

農薬管理指
導員認定研
修会開催回
数

年間6回

農水
（農産）

より高い水準のＧＡＰを推進するた
め、国際水準ＧＡＰの導入産地数
の拡大を図るとともに、ＧＡＰの制
度や事例を紹介する研修会の開
催等、取組内容のレベルアップに
向けた技術指導への支援を行う。

ＧＡＰ推進の
産地数

50産地

指導者や生産者向
けに、ＧＡＰの基礎
や、食の安全等に
関する研修会を開
催する。

43産地

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果）

指導者や生産者向
けに、ＧＡＰの基礎
や、食の安全等に
関する研修会を開
催する。

農薬の適正な取り扱
いを図るため、「農
薬管理指導員」の認
定研修会を開催す
る。

法に係る食品表示
等の点検、取引記
録の確認のための
立入検査を実施す
る。

養殖業者に養殖衛
生指導を実施予定

ノロウイルス検査を
実施予定

農薬の適正な取り扱
いを図るため、「農
薬管理指導員」の認
定研修会を開催す
る。

６回

令和７年度（予定）
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施策の方向２　製造から販売段階での安全確保

取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標

⑷
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
沿

っ
た
衛
生
管
理
の
定
着

16

13

「ＨＡＣＣＰの
言葉も内容も
知らない」と答
えた割合

令和10年
度計画終
了時県民
意識調査
60.0％以下

食品衛生責
任者スキル
アップ講習会
受講者数

1,500人
（累計）

許可申請時
にＨＡＣＣＰに
沿った衛生管
理の運用に
係る助言等を
実施した割合

100%

巡回指導委託で実
施予定

業界団体
との協働
によるＨＡ
ＣＣＰの定
着

保医
(生衛)

業界団体である（一社）岡山県食
品衛生協会と協働して、食品取扱
施設に巡回指導する食品衛生指
導員に対し、ＨＡＣＣＰに沿った衛
生管理の運用ポイント等を普及
し、施設への指導や助言を通じて
食品業界全体へのＨＡＣＣＰ定着
の促進を図る。

ＨＡＣＣＰ
に沿った
衛生管理
の運用等
の支援

保医
(生衛)

飲食店等の中小規模の食品等事
業者に対して、ＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理の制度化に伴う各記録
の振り返り、衛生管理計画の見直
し等について、施設への立入や監
視指導の際に聞き取りを行い助言
するなどＨＡＣＣＰの適切な運用
のための支援を行う。また、新規
に営業を開始する食品等事業者
には、営業許可申請時に動画や
チラシを用いるなどにより、これか
らＨＡＣＣＰを導入するための基礎
知識を提供するとともに、定着に
向けた助言等を行う。

許可申請時
にＨＡＣＣＰに
沿った衛生管
理の運用に
係る助言等を
実施した割合

衛生講習会、HACCP
研修会等で普及啓発

15

ＨＡＣＣＰ
の適切な
運用のた
めの食品
衛生責任
者の人材
育成

保医
(生衛)

食品衛生責任者を対象とし、ＨＡ
ＣＣＰの衛生管理についてスキル
アップのための教育研修を行い、
各施設で日々のＨＡＣＣＰの実施
や従事者への教育等ができる人
材に育成する。

食品衛生責
任者スキル
アップ講習会
受講者数

1,500人
（累計）

スキルアップ研修会
でHACCPによる衛
生管理の内容を入
れて実施予定
（隔年実施）

R6年度受講者数：397
人
397人（累計）

14
県民への
ＨＡＣＣＰ
の普及

保医
(生衛)

ＨＡＣＣＰによる衛生管理のメリット
について、県で作成した漫画
「やっててよかった！ＨＡＣＣＰ」等
を用いて、県民に広く周知を行う。
また、食品等事業者の取組を県の
ホームページ等で紹介するなど、
県民のＨＡＣＣＰの認知度を向上
させる。

「ＨＡＣＣＰの
言葉も内容も
知らない」と答
えた割合

令和10年
度計画終
了時県民
意識調査
60.0％以下

衛生講習会、
HACCP研修会等で
普及啓発予定

100%

新規許可申請時や
施設への立入、監
視指導の際に
HACCPに沿った衛
生管理の運用に係
る助言等を実施す
る。また、小規模な
食品事業者を対象
としたHACCPに
沿った衛生管理の
定着研修会を行う。

100%

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11)No 施策名 部局基本
施策

令和６年度（結果）

新規許可申請時や
施設への立入、監
視指導の際に
HACCPに沿った衛
生管理の運用に係
る助言等を実施す
る。また、小規模な
食品事業者を対象
としたHACCPに
沿った衛生管理の
定着研修会を行う。

衛生講習会、
HACCP研修会等で
普及啓発予定

スキルアップ研修会
でHACCPによる衛
生管理の内容を入
れて実施予定
（隔年実施）

巡回指導委託で実
施予定

令和７年度（予定）
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取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標

食品衛生監
視指導計画
の一般監視
目標件数達
成率

100％以上 100％以上
120%

(実績／計画＝5259件
／4366件)

100％以上

食品衛生監
視指導計画
の一般監視
目標件数達
成率

100％以上

食品衛生監
視指導計画
の大量調理
施設の一斉
取締り監視目
標件数達成
率

100％以上 100％以上
97%

(実績／計画＝313件
／324件）

100％以上

食品衛生監
視指導計画
の大量調理
施設の一斉
取締り監視目
標件数達成
率

100％以上

基本
施策 No 施策名 部局

⑸
食
中
毒
対
策
の
強
化

17
全般的な
食中毒対
策

保医
(生衛)

食品の調理等を行う事業者に対
し、施設の衛生管理、従事者の健
康管理、手洗いの徹底、食材等の
温度管理、加熱調理を行う際の十
分な加熱、二次汚染の防止等、食
中毒を予防するための監視指導
を行う。また、催事行為について
は、届出や相談時において適切
な提供メニュー、衛生管理等の指
導を行う。

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果） 令和７年度（予定）
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取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標
基本
施策 No

⑸
食
中
毒
対
策
の
強
化

18

衛生講習会等で周
知を行う

衛生講習会等で周
知を行う

各保健所で実施

・ノロウイルス食中毒の対策
大量調理を行う給食施設や弁当・
仕出し屋に重点的に立入し、大量
調理施設衛生管理マニュアルに
沿った食品の中心部までの十分
な加熱、調理従事者を介した食品
の二次汚染の防止や手洗いの徹
底等について指導する。
また、飲食店、弁当屋、給食施設
等を対象に期間を定め集中的に
立入し、従事者の健康チェック等
について指導する。

各保健所で立入指
導予定
（年末一斉取締り）

年末一斉取締りによる
監視指導件数　148件

各保健所で実施

・腸管出血性大腸菌食中毒の対
策
飲食店や食肉販売店等に対し、
牛レバー及び豚の食肉の生食用
としての提供の禁止、生食用食肉
の加工基準等の遵守について、
引き続き監視指導を徹底する。浅
漬けなど加熱工程のない食品の
製造、加工等を行う事業者に対す
る監視指導を強化する。
市販の食肉、野菜や漬物等につ
いて腸管出血性大腸菌の検査を
行い、安全性を確認する。

各保健所で立入指
導予定
腸管出血性大腸菌
等汚染実態調査（試
買検査）実施予定

腸管出血性大腸菌汚
染実態調査40検体実
施

個別の食
中毒対策

保医
(生衛)

・アニサキス食中毒の対策
魚介類を取り扱う飲食店や販売店
に対し、調理、加工時における目
視によるアニサキスの確認と除去
や必要に応じた冷凍処理等を指
導する。また、消費者に対しても
魚介類の寄生虫の存在や予防方
法について普及啓発を行う。

　・カンピロバクター食中毒の対策
飲食店等に対し、鶏刺し、鶏生レ
バー等の生食料理のリスクを認識
させ、生又は加熱不十分な状態
で提供しないよう指導する。
また、消費者に対し、鶏肉の生食
や加熱不十分の調理の危険性に
ついて正しい知識を普及啓発す
る。

施策名 部局
岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11)

衛生講習会等で周
知を行う

各保健所で立入指
導予定
腸管出血性大腸菌
等汚染実態調査（試
買検査）実施予定

衛生講習会等で周
知を行う

各保健所で立入指
導予定
（年末一斉取締り）

令和６年度（結果） 令和７年度（予定）
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取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標
部局

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果） 令和７年度（予定）基本
施策 No 施策名

学校給食に
おける食中毒
及び調理工
程を原因とし
たアレルギー
事故の総発
生件数

0件

⑸
食
中
毒
対
策
の
強
化

気象条件等により発
令予定

夏季 令和６年６月13日
発令
冬季 令和７年１月23日
発令

21
食中毒注
意報の発
令

保医
(生衛)

夏季における気象条件や冬季に
おける感染症の発症状況が基準
を超えた場合は、食中毒注意報を
発令し、食中毒予防の注意喚起
を行う。

食中毒予防チラシを
作成・配布し啓発予
定

夏、冬 各2500枚
作成・配布し啓発

20

学校給食
を原因と
した食中
毒、食物
アレル
ギー事故
の防止対
策

教育
（保体）

学校給食において、食中毒につ
いてはＨＡＣＣＰの概念に基づき
策定されている「大量調理施設衛
生管理マニュアル」（厚生労働省）
及び「学校給食衛生管理基準」
（文部科学省）に基づき衛生管理
に努め、食物アレルギー対応につ
いては「学校給食における食物ア
レルギー対応指針」（文部科学
省）に基づいて対応することで、安
全な給食の提供を行う。

学校給食に
おける食中毒
及び調理工
程を原因とし
たアレルギー
事故の総発
生件数

0件

給食調理者等に対
する研修会等を通し
て衛生講習を行い、
安全な給食の提供
を行う。

0件

19

その他の
原因によ
る
食中毒対
策

保医
(生衛)

食中毒予防の三原則が当てはま
る細菌性食中毒については夏期
を中心に食品等事業者や消費者
に対し啓発を行う。スイセンや毒キ
ノコ、ふぐ毒等の自然毒に対する
食中毒については、対象を明確
にして効果的な啓発を行う。

食中毒予防チラシを
作成・配布し啓発予
定

給食調理者等に対
する研修会等を通し
て衛生講習を行い、
安全な給食の提供
を行う。

気象条件等により発
令予定

7



取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標
施策名 部局

有害物質
の汚染実
態調査の
実施

保医(生
衛)

食品衛生監
視指導計画
の収去検査
目標件数達
成率

100％以上

食品衛生監
視指導計画
の
重点監視目
標
件数達成率

100％以上

健康食品買
上検査件数
（県独自分）

5件

有害物質の
汚染実態調
査目標件数
達成率

100％以上

⑹
不
良
食
品
の
排
除

25

23

基本
施策 No

重点的な
監視指導
の実施

保医
(生衛)

食品を製造する事業者うち、特に
大規模な製造者等に対しては、Ｈ
ＡＣＣＰに沿った衛生管理が徹底
されているか、基準や規格が遵守
されているか、異物混入等の不良
食品の発生を防止するための具
体的な仕組みや体制が設けられ
ているか、従事者教育は実施され
ているかなどの管理体制等を含
め、時間をかけて重点的な監視指
導を行う。

22
試験検査
の実施

保医
(生衛)

県内のスーパー等に流通している
食品が基準や規格に適合してい
るか、過去のデータ等を踏まえて
計画的かつ効果的に検査を実施
することにより、不良食品の排除に
努める。
また、製造者に対しても、製品を
定期的に検査し、基準や規格に
適合した食品が製造されているか
確認する。

食品中に残留する農薬、動物用
医薬品や食品中の有害物質の汚
染実態調査を継続して実施する。

24

健康食品
の医薬品
成分含有
検査の実
施

保医
(医薬)

医薬品成分が含まれる可能性が
考えられる痩身・強壮の効果を期
待させる健康食品について、国の
委託事業で実施している買上検
査に加え、県独自の買上検査を
実施し、医薬品成分を含有した健
康食品の排除に努める。

健康食品買
上検査件数
（県独自分）

5件

医薬品成分の混入
した食品が流通して
いないか、県内に流
通している健康食品
の買上検査を行う。

5件

有害物質の
汚染実態調
査目標件数
達成率

100％以上 62件
62件

（100%）

100％以上
収去検体数1,740件
を予定

109%
（実績／計画=1,898件

／1,740件）

食品衛生監
視指導計画
の
重点監視目
標
件数達成率

100％以上

食品製造事業者の
うち、特に大規模な
製造業者を重点監
視対象施設として選
定し、計画的な監視
指導を行う。

食品衛生監
視指導計画
の収去検査
目標件数達
成率

110%
（実績／計画=558件／

509件）

収去検体数
1,745件を予定

食品製造事業者の
うち、特に大規模な
製造業者を重点監
視対象施設として選
定し、計画的な監視
指導を行う。

医薬品成分の混入
した食品が流通して
いないか、県内に流
通している健康食品
の買上検査を行う。

62件

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果） 令和７年度（予定）
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取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標
（安心）
販売店を対象とする
表示遵守状況調査
を実施する際や事
業者からの相談に
対応する際に周知
を図る。また、事業
者からの相談に応じ
る。

（安心）
販売店等事業者への
食品表示法等遵守状
況調査実施の際や業
者からの相談対応の
際等に食品表示法の
周知を図った。また、
事業者からの相談に
応じた。

（安心）
販売店等事業者へ
の食品表示法等遵
守状況調査を実施
する際や、事業者か
らの相談に対し助言
する際に、適正な食
品表示に向けて周
知を行う。

（農水）
食品表示研修会の
開催

（農水）
３回

（農水）
食品表示研修会の
開催

（安心）
販売店を対象として
食品表示法や米ト
レーサビリティ法の
遵守状況調査を行
う。

（安心）
販売店等事業者へ、
食品表示法及び米ト
レーサビリティ法の遵
守状況調査を計98件
実施した。
また、不適正な食品表
示に関する通報等21
件に対して、必要な調
査を行い、事業者を指
導する等した。

（安心）
販売店等事業者
へ、食品表示法や
米トレーサビリティ法
の遵守状況調査を
実施し、必要に応じ
指導する。
また、不適正な食品
表示に関する通報
等に対しては、必要
な調査を行い、事業
者を指導する。

（安心）
販売店等事
業者への食
品表示法等
遵守状況調
査実施件数

（安心）
販売店等
事業者へ
の食品表
示法等遵
守状況調
査実施件
数96件

（農水）
食品表示等の点検
及び指導

（農水）
34店舗

（農水）
食品表示等の点検
及び指導

（農水）
食品表示法
に基づく適正
表示の調査
店舗数

（農水）
200店舗以
上

（生衛）
夏期、年末食品一
斉取締り期間で大
型販売店を対象に
実施予定

（生衛）
287店舗

（生衛）
夏期、年末食品一
斉取締り期間で大
型販売店を対象に
実施予定

（生衛）
食品表示法
に基づく適正
表示の調査
店舗数

200店舗以
上

食品表示
法の周知
及び相談
対応

県生
(安心)
農水

(農産･畜
産・林政・

水産)
保医

(生衛)

表示を行う事業者に対し、講習会
の開催やパンフレットの配布を通
じ、食品表示法の食品表示制度
を周知するともに、事業者からの
相談には各担当課が窓口となっ
て対応する。

表示を行
う事業者
への監視

指導

県生
(安心)
農水

(農産･畜
産・林政・

水産)
保医

(生衛)

26

27

基本
施策 No 施策名 部局

⑺
適
正
な
表
示
の
確
保

定期的に製造施設や販売店へ立
入を行い、適正な表示が行われて
いるか、誤表示や表示漏れを起こ
さない管理体制を整備しているか
などを確認する。また、不適正な
食品表示に関する県民からの通
報等に対しては、関係機関と連携
し必要な調査を行い、事実関係に
基づいて迅速かつ厳正に対処す
る。

食品表示法
に基づく適正
表示の調査

店舗数

200店舗以
上

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果） 令和７年度（予定）
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取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標
基本
施策 No 施策名 部局

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果） 令和７年度（予定）

健康食品広
告等の確認
件数

300件

100％以上

食品衛生監
視指導計画
の試験検査

目標
件数達成率
（表示確認の
ための検査）

⑺
適
正
な
表
示
の
確
保

102.5％
(323件/315件)

医薬品的な効能効
果を標榜した健康
食品広告への対
応、監視を実施す
る。

475件29

医薬品的
な効能効
果を標榜
した健康
食品等へ
の対応

保医(医
薬)

健康食品販売店舗における医薬
品的な効能効果を標榜した店頭
表示や広告の監視、事業者から
の個別相談や県民等からの通報
対応により、不適切な表示や広告
の改善を指導する。

健康食品広
告等の確認
件数

300件

食品衛生監
視指導計画
の試験検査
目標
件数達成率
（表示確認の
ための検査）

100％以上 315件の検査を予定28
試験検査
による表
示の点検

保医(生
衛)

県内のスーパー等に流通している
食品については、販売店での目
視による点検だけでなく、検査に
よって添加物、アレルゲン、遺伝
子組換え食品の表示が適正に行
われているか確認し、検査結果に
よって不適正な表示が発見された
場合は、事業者に対して適切な指
導等を行う。

305件の検査を予定

医薬品的な効能効
果を標榜した健康
食品広告への対
応、監視を実施す
る。

10



基本方針2　安心の定着に向けた信頼性の確保
施策の方向3　正確な情報の提供による信頼確保

取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標

食の安全サ
ポーター登録
団体数

150団体以
上

（累計）

講習会等で周知を
図る。

120団体
（累計）

講習会等で周知を
図る。

食の安全サ
ポーター登録
団体数

150団体以
上

（累計）

食の安全サ
ポーター情報
配信回数

35回
（累計）

食の安全・安心に関
する各種情報や、食
の安全に関するイベ
ント等に関する情報
を配信する。

6回
（累計）

食の安全・安心に関
する各種情報や、食
の安全に関するイベ
ント等に関する情報
を配信する。

食の安全サ
ポーター情報
配信回数

35回
（累計）

（生衛）
衛生講習会などで
周知を図る。

（生衛）
各保健所で衛生講習
会を実施

（生衛）
衛生講習会などで
周知を図る。

（安心）
会議等の場で周知
を図る。

（安心）
会議の場及びホーム
ページで周知を図っ
た。

（安心）
会議の場及びホー
ムページで周知を
図る。

34
健康危害
の申出へ
の対応

保医
(生衛)

食品等によって健康危害を受けた
等の申出を受けた場合は、速やか
に調査を行い、被害の拡大防止
措置を講じるなど適切に対応して
不安が広がらないようにする。

食の安全・安
心情報の配
信回数

「食の安全相
談窓口、食品
表示110番の
設置」の施策
を知らない割
合

令和10年
度計画終
了時県民
意識調査
20.0％以下

300回
（累計）

食品等事業
者が行う衛生
管理の取組
の紹介

50回
（累計）

40回
（累計）

31

食の安全
サポー
ターへの
情報提供
等

保医
(生衛)

食の安全サポーター登録団体等
へ、県から食の安全・安心情報を
提供し、サポーターは、所属の組
織内で情報を共有することで、正
しい知識の習得や理解を深める。

⑻
食
の
安
全
・
安
心
情
報
の
充
実

30
情報発信
手段の充
実等

保医
(生衛)

15回
（累計）

ホームページへの掲載内容を充
実させるほか、従来から取り組ん
でいるラジオや広報紙等に加えて
ＳＮＳも活用し、情報を発信する。

食の安全・安
心情報の配
信回数

食品等事業者が食品の安全確保
のために行っている日々の衛生
管理の取組について、県ホーム
ページやＳＮＳ等で県民に紹介す
る。

食品等事業
者が行う衛生
管理の取組
の紹介

50回
（累計）

食品等事業者が
行っている衛生管
理の取組等を撮影
し、写真と記事をイ
ンスタグラムにより紹
介する。

300回
（累計）

ラジオ等の広報番
組、広報紙、街頭
キャンペーンによる
情報発信

基本
施策 No 施策名 部局

32

食品等事
業者が行
う衛生管
理の取組
の紹介

保医
(生衛)

⑼
県
民
か
ら
の
相
談
・
申
出
対
応

33
食の安全
相談窓口
での対応

保医
(生衛)
県生

(安心)

窓口について、県のホームページ
等により、県民へ周知するととも
に、県民からの相談や問合せには
丁寧に対応し、県民の安心につな
げる。

「食の安全相
談窓口、食品
表示110番の
設置」の施策
を知らない割
合

令和10年
度計画終
了時県民
意識調査
20.0％以下

35
食品表示
110番で
の対応

県生
(安心)

食品表示の一層の適正化を図る
ために設置している「食品表示１１
０番」では、県民からの食品表示
に関する様々な問合せや偽装表
示等、表示に関する情報を受付け
る。また、窓口について、県民へ
周知を行う。

ラジオ等の広報番
組、広報紙、街頭
キャンペーンによる
情報発信

食品表示110番等で食
品表示に関する相談
を57件受け付け、助言
及び事業者に対する
指導を行った。

食品等事業者が
行っている衛生管
理の取組等を撮影
し、写真と記事をイ
ンスタグラムにより紹
介する。

食品表示110番等で
食品表示に関する
相談を受け付け、必
要に応じ、助言や事
業者に対する指導
を行う。

会議等の場で周知
を図る。

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果） 令和７年度（予定）
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取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標

⑽
健
康
危
害
情
報
の
公
表

36
食品の回
収等の情
報の公表

保医
(生衛)

基
本
No

食の安全に係る事件や事故の情
報を探知した場合は、迅速に対応
し、県民に対し正確な情報を伝え
ることで、健康危害の発生や拡大
の防止に努める。

「健康に重大
な危害を及ぼ
す食品の情
報の公表」の
施策満足度

令和10年
度計画終
了時県民
意識調査
12.4％以上

該当事例発生時、
迅速に公表を行う。

37
行政処分
や違反者
等の公表

保医
(生衛)

食品衛生法に基づく回収命令等
の行政処分を行った際に、違反事
項に対し事業者が十分な対応を
取らない場合等は健康危害が生
じる可能性もあるため、食品衛生
上の危害の発生を防止する観点
から県民に公表を行う。

該当事例発生時、
迅速に公表を行う。

38

食の安全
を揺るが
す事態に
対する正
確な情報
の公表

県生
(安心)
農水

(農産･畜
産・林政・

水産)
保医

(生衛)

施策名 部局

0件

紅麹を含む健康食品
の取り扱いについて
ホームページに掲載

「健康に重大
な危害を及ぼ
す食品の情
報の公表」の
施策満足度

令和10年
度計画終
了時県民
意識調査
12.4％以上

4件

令和７年度（予定）

該当事例発生時、
迅速に公表を行う。

該当事例発生時、
迅速に公表を行う。

該当事例発生時、
迅速に公表を行う。

「食品等のリコール情報の報告制
度」による自主回収の着手情報や
他自治体で発生した事件、事故
に関係する食品が県内に流通し
ている場合等は、県民に必要な情
報を迅速に公表し、健康危害の発
生防止に努める。

該当事例発生時、
迅速に公表を行う。

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果）
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施策の方向4　相互理解の促進

取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標

（安心）
会議等の場で周知
を図る。

（安心）
会議等の場で周知を
図った。

（安心）
具体的な取組や予
定なし

（生衛）
講習会等で普及啓
発を行う。

（生衛）
各保健所で衛生講習
会を実施した。

（生衛）
講習会等で普及啓
発を行う

10%

食の安全に
関する知識の
普及啓発を
行う衛生講習
会の回数

100回

全衛生講習
会のうち、体
験型講習会
の割合

20%

全衛生講習
会のうち、リ
モートで参加
できる衛生講
習会の割合

基本
施策 No 施策名 部局

⑾
体
験
を
取
り
入
れ
た
衛
生
学
習

42

リモートで
参加でき
る衛生講
習会の実

施

保医
(生衛)

集合形式に加え、パソコンやス
マートフォン等から参加できるリ
モートによる衛生講習会も実施す
る。

41
体験を通
じた普及
啓発

保医
(生衛)

魚介類を三枚におろす際に、アニ
サキスを取り出して観察を行った
り、食肉を加熱する際に、中心温
度計を使用して中心部の肉色と温
度の関係を測定するなどの調理
体験や、手洗いチェッカーを用い
た手洗い体験等、講習内容や受
講者に応じて、体験できる教材や
媒体を工夫して講習会を実施し、
衛生知識の理解を促進する。

40

食品表示
に対する
消費者の
理解の促
進

県生
(安心)
農水
(農産･畜
産・林政・
水産)
保医
(生衛)

消費者が、表示内容を正しく理解
し、購入時の選択に役立てたり、
適切に食品を取り扱って健康危
害が発生しないよう、食品表示に
関する知識の普及を行う。

39

食の安全
に関する
知識の普
及啓発

保医
(生衛)

肉の生食や自然毒による食中毒
の危険性、添加物や農薬の適正
使用など安全確保のための取組
等、食に関する科学的根拠に基
づいた理論や知識、最新データ
等を活用し、衛生講習会等の場で
普及啓発に努め、県民の食の安
全に対する正しい理解の促進に
つなげる。

全衛生講習
会のうち、体
験型講習会
の割合

20%
各保健所で実施予
定

18％
（体験型講習会の参加
者799人）

全衛生講習
会のうち、リ
モートで参加
できる衛生講
習会の割合

10%
生活衛生課及び各
保健所で実施予定

6%
（リモートで参加できる
講習会7回実施）

100回
生活衛生課及び各
保健所で実施予定

109回

食の安全に
関する知識の
普及啓発を
行う衛生講習
会の回数

生活衛生課及び各
保健所で実施予定

生活衛生課及び各
保健所で実施予定

各保健所で実施予
定

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果） 令和７年度（予定）
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施策の方向5　相互理解の推進

取組内容 取組指標 目標 具体的な取組 結果 具体的な取組 取組指標 目標

リスクコミュニ
ケーター提案
型事業実施
回数

衛生講習会
における意見
交換の実施
回数

50回
（累計）

10回
（累計）

基本
施策 No 施策名 部局

⑿
リ
ス
ク
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
推
進

⒀
食
の
安
全
・
食
育
推
進
協
議
会
の
運
営

45

食の安
全・食育
推進協議
会の運営

保医
(健推)
保医

(生衛)

岡山県食の安全・食育推進協議
会を定期的に運営し、関係団体の
代表から構成される協議会委員か
らの食の安全・安心の確保に係る
施策や取組に対する活発な意見
や提言を施策に反映させる。

岡山県食の安全・食
育推進協議会を開
催し、協議会委員か
ら意見等を聴く。

協議会を開催し、協議
会委員から意見を聴い
た。

10回
（累計）

生活衛生課及び各
保健所で実施予定

1回（38名）
（累計）

44

科学的な
視点に
立った意
見交換の
実施

保医
(生衛)

消費者を対象とした衛生講習会に
おいて、科学的な視点に立って食
の安全・安心をテーマに正確な情
報を分かりやすく説明したり、食品
等事業者が行う食品の安全確保
の取組について紹介するととも
に、意見交換を実施して信頼感の
向上に取り組む。

衛生講習会
における意見
交換の
実施回数

50回
（累計）

各保健所で実施

43

リスクコ
ミュニケー
ション事
業の実施

保医
(生衛)

リスクコミュニケーターが提案する
「視察型研修」等の活動に対する
支援を行い、消費者と食品等事業
者との相互理解を深めるための取
組を進める。

リスクコミュニ
ケーター提案
型事業実施
回数

意見交換会　７回
(98名)（累計）

生活衛生課及び各
保健所で実施予定

岡山県食の安全・食育推進計画(R6～R11) 令和６年度（結果） 令和７年度（予定）

各保健所で実施

岡山県食の安全・食
育推進協議会を開
催し、協議会委員か
ら意見等を聴く。
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